
平成３０年度岐阜市の 

実地指導の結果等について 

               （指導監査課） 

資料 1 



本日の内容

１ 平成３０年度の実地指導件数

２ 主な指摘事項

３ 全国の指定取消処分等について

 （平成２８年度）
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１ 平成３０年度の実地指導件数

（１）居宅サービス等

事業名 指導件数 事業名 指導件数 

訪問介護 58 短期入所療養介護 13

訪問入浴介護 2 特定施設入居者生活介護 1

訪問看護 25 福祉用具貸与 13

訪問リハビリテーション 1 特定福祉用具販売 13

居宅療養管理指導 8 居宅介護支援 69

通所介護 49 介護老人福祉施設 10

通所リハビリテーション 20 介護老人保健施設 11

短期入所生活介護 17 介護療養型医療施設 3

       合   計 313

（２）地域密着型サービス等 

事業名 指導件数 事業名 指導件数 

定期巡回・随時対応型訪問介

護 
2
地域密着型特定施設入居者

生活介護 
1

認知症対応型通所介護 2
地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 
1

小規模多機能型居宅介護 9 地域密着型通所介護 27

認知症対応型共同生活介護 19

       合   計 61

（３）総合事業

事業名 指導件数 事業名 指導件数

訪問介護相当サービス 51 通所介護相当サービス 74

合   計 125
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２ 主な指摘事項

≪運営関係≫

（１）内容及び手続の説明及び同意・運営規程（全事業）

【主な指摘事項等】

【解説】

サービス提供の開始にあたり、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規

程の概要、職員の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサー

ビスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等

文書を交付し説明し、同意を得なければならないこととされています。

①各事業について、運営規程に定めておかなければならない内容が基準条例で規定され

ていますが、必要な項目が規定されていなかった事例です。

（例：居宅介護支援 「苦情を処理するために講ずる措置の概要」など）

②介護保険の自己負担割合が平成３０年８月より一定所得以上の方は３割とされました

が、規定が改正されていない事例が多く確認されました。

介護保険の自己負担額の記載方法については、「利用料のうち各利用者の負担割合に応

じた額」などに改めるようにしてください。

③総合事業についても、基準要綱において運営規程に定めておく内容を規定しています。

また、平成３０年４月より、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については、総合

事業（訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス）に切り替わりましたので、記

載誤りがないようにしてください。

④介護保険サービス利用料金や、介護保険外に負担する費用について書面による記載が

ないものや、単位数の誤り等が確認されました。

 利用料金等については、金額及びその内容を事前に説明することになりますので、誤

〈運営規程・重要事項説明書・契約書〉

①運営規程に盛り込むことが必要な規定が定められていない。

②介護保険の自己負担額が１割のみ記載されている。

③総合事業について記載されていない（訪問介護相当・通所介護相当）。

〈重要事項説明書・契約書〉

④介護報酬単位数が（正しく）記載されていない、地域加算額が加味されていない。

⑤記録の保存年数が市条例で定める５年間ではなく２年間と記載されている。

⑥苦情受付窓口が記載されていない（岐阜市、岐阜県国民健康保険団体連合会等）。

⑦運営規程の概要等、重要事項が未掲示
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りのないよう正しく記載してください。

 ⑤基準条例により、利用者の記録の保存年数を完結の日から５年間としていますが、２

年間と記載されている事例が確認されました。保存年数を記載している場合は、条例に

基づき５年間としてください。

⑥各事業所の窓口に加え、岐阜市介護保険課や岐阜県国民健康保険団体連合会の窓口の

記載漏れや電話番号、受付時間等の誤りなどが確認されましたので、下記の記載例を参

考に記載してください。なお、平成３０年４月より岐阜県国民健康保険団体連合会の担

当窓口の名称が「介護・障害課」に変更していますのでご注意ください。

〈苦情受付窓口記載例〉

⑦重要事項等が掲示されていない事例です。利用者等がいつでも確認できるよう、見や

すい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる最新の重要事項を掲示してください。

（２）サービス計画（全事業）

【主な指摘事項等】

【解説】

①居宅サービス事業所が作成する個別サービス計画については、既に居宅サービス計画

が作成されている場合は、居宅サービス計画に沿って作成する必要があります。

苦情受付窓口 受付時間 電話番号 FAX番号

グループホーム○○
苦情受付担当者　○○　○○

苦情解決責任者　△△　△△

平日（月～土）9:00-17:00
(日曜祝日、12月29日～1月4日除く）

058－△△△―××× 058－△△△―×××

岐阜市介護保険課
平日（月～金）8:45-17:30
(土日祝日、12月29日～1月3日除く）

058－265－4141 058－267－6015

○○市○○課
平日（月～土）9:00-17:00
(土日祝日、12月29日～1月3日除く）

05○―△△―××× 05○―△△―×××

岐阜県国民健康保険団体連合会

介護・障害課苦情相談係

平日（月～土）9:00-17:00

(土日祝日、12月29日～1月3日除く）
058－275－9826 058－275－7635

①居宅サービス計画が変更されているが、個別サービス計画が居宅サービス計画に沿

って変更されていない。

②各サービス事業所が介護支援事業所から居宅サービス計画の提出を受けていない。

③介護支援専門員が各サービス事業所から個別サービス計画の提出を受けていない

（居宅介護支援）

④個別サービス計画に利用者の同意を得たことが確認できる書類が整備されていな

い。または事後に同意を得ている。
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  そのため、事業者はサービス担当者会議等を通じサービス事業者間の密接な連携に努

め、最新の居宅サービス計画を取得し、居宅サービス計画に沿った個別サービス計画を

作成してください。

また、居宅介護支援事業所は、居宅サービス計画に沿って個別サービス計画が変更さ

れていない場合は、各事業所へ適切な計画を作成するよう連絡するなどの対応を図っ

てください。

さらに、サービス利用後に利用者の心身の状況の変化や家族の要望等によりサービス

の利用回数等の変更が必要になる場合があるかと思います。居宅サービス事業所として、

サービスの変更が必要であると考えられる場合は、居宅介護支援事業所へ連絡し、サー

ビス担当者会議等を開催した上で居宅サービス計画を変更し、居宅サービス計画に沿っ

た個別サービス計画を作成した上で、個別サービス計画に基づきサービスを提供してく

ださい。

②③サービスの提供にあたっては、居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を

高め、居宅介護支援事業者とサービス提供事業者の意識の共有を図ることが重要です。

居宅サービス計画を作成した際には居宅サービス事業者に対し交付するとともに、居宅

サービス事業者からは個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービ

ス計画の連動性や整合性を確認してください。

  また、各居宅サービス事業者は、居宅介護支援事業者から個別サービス計画の提出を

求められた場合には協力するようにしてください。

④個別サービス計画については、その内容等を説明し利用者の同意を得た上で交付しな

ければなりません。計画は作成後、速やかに利用者又はその家族に対して説明し、当該

計画が始まる前に同意を得るようにしてください。

（３）サービスの提供の記録（全事業）

【主な指摘事項等】

【解説】

①サービス提供記録について、サービス内容の記載誤りやサービスを提供した日時等の記

載漏れが確認されました。

サービス提供に係る記録は、基本報酬だけでなく加算請求に係る根拠ともなりますので、

事業者は利用者にサービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録

するようにしてください。

①サービス提供記録の内容が不十分である。

②介護保険被保険者証に入所日等の記載がない。(入所系) 
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②入所系のサービスを行う事業者は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している施

設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、入所者の介護保険被保険者証に記

載するようにしてください。

（４）身体拘束等について     

【主な指摘事項等】

【解説】

身体拘束は、拘束をされた利用者の関節の拘縮、筋力の低下といった身体機能の低下や

圧迫部位の褥瘡の発生を始めとする身体的弊害、利用者の不安や怒り、屈辱、あきらめな

どの精神的苦痛を感じるなどの精神的弊害、看護・介護スタッフ自身の士気が低下する、

施設等に対する社会的な不信、偏見を引き起こすおそれがあるなどの社会的弊害が引き起

こされるものとして、原則行ってはなりません。

（身体拘束がもたらす多くの弊害についての詳しい記載は、「身体拘束ゼロへの手引き」に

あるので、そちらを参照してください。）

具体的には次のような行為が挙げられます。   

①身体拘束に関する利用者家族等からの同意書が確認できない。

②身体拘束を行った経過観察記録や身体拘束の廃止に向けて検討した状況について

の記録が確認できない。
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◎身体拘束は、指定基準上、「当該入所者（利用者）又は他の入所者（利用者）等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」に認められていますが、これは「切迫

性」「非代替性」「一時性」の３つの要件をすべて満たし、かつそれらの要件の確認等の

手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。

「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、施設等全体として判断が行われ

るようにあらかじめルールや手続きを定めてください。例えば全部門をカバーする「身体

拘束廃止委員会」を設置し、関係者が幅広く参加したカンファレンスで判断する等の体制

を整えて対応する方法などが挙げられます。

そして、利用者や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、

期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努めてください。

実際に緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録しなければなりません。

また、身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当するかを常に観

察、再検討し、要件に該当しなくなった場合は直ちに解除しなければなりません。拘束の

必要性や方法に関わる再検討を行い、逐次その記録も加えてください。

※平成３０年度の介護保険法改正において、以下の対象サービスに関しては身体拘束の適

正化を図る観点から、事業所において身体拘束が行われた場合ではなく、必要な措置を講

じていない場合、身体拘束廃止未実施減算することとなりますのでご注意ください。

①切 迫 性 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可

      能性が著しく高いこと

②非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと

③一 時 性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

・特定施設入居者生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・認知症対応型共同生活介護

・介護老人福祉施設

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・介護医療院

対象サービス
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（５）非常災害対策（通所系、入所系サービス）

【主な指摘事項等】

・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録すること。

・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その

結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

必要な措置

【具体的な記録等の様式例「身体拘束ゼロへの手引き」より】

①棚等の転倒防止策が施されていない。避難経路に物が置かれ、避難時の妨げになっ

ている。

②定期的に避難救出その他必要な訓練が行われていない。または実施した記録が確認

できない。

③消防設備の定期点検が実施されていない。

④浸水等を想定した避難確保計画が作成されていない。
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【解説】

①棚や冷蔵庫、テレビなど大規模地震等の際に転倒の恐れがある備品の転倒防止策が施

されていない事例が確認されました。大規模地震等に備え、転倒の恐れがある家具等を

転倒防止金具等により固定させてください。また、非常口や通路に使用していない備品

等が置かれているなど、避難経路が十分に確保されていない状況が確認されました。非

常災害がいつ発生しても迅速に避難できるよう、避難経路は常に確保してください。

②③特別養護老人ホームや介護老人保健施設、老人短期入所施設などの（消防法施行令

別表第１の６項ロに掲げられる）防火対象物で利用者及び職員（建物全体の収容人員）

が１０人以上、老人デイサービスセンターなどの（消防法施行令別表第１の６項ハに掲

げられる）防火対象物では３０人以上の事業所は防火管理者を選任し、消防計画を作成

した上で所轄消防署へ届出が必要です。そうした事業所は、消火及び避難訓練を年２回

以上実施し、訓練の計画と結果を所轄消防署へ報告する必要があります。また、消防用

設備等の機器点検を６月に１回、総合点検を１年に１回実施し、点検結果を踏まえて設

備等を整備しなければなりません。

 防火管理者を選任する必要がある施設で、防火管理者を選任した場合（変更した場合

も含む）には消防署に届出をするようにしてください。

防火管理者を選任する必要がない事業所についても、非常災害に関する具体的計画を

立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、定期的に従業者に周知す

るとともに、定期的な避難、救出その他の訓練を行わなければならないことと基準条例

で規定されていますので、訓練を実施し記録（実施日時、想定、参加人数、課題等を記

載）を残すようにしてください。

④平成２９年６月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域内又は土砂災害

警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び

作成した計画を岐阜市（介護保険サービス事業所の場合、届出先は介護保険課）へ提出、

計画に基づいた訓練の実施する必要があります。ハザードマップ等により事業所が浸水想

定区域内又は土砂災害警戒区域内に該当するか確認していただき、該当する場合、速やか

に避難確保計画を市へ提出してください。

（６）事故発生時の対応（全事業）

【主な指摘事項等】

①「サービスの提供により利用者がケガをし、外部の医療機関を受診した」又は「疥

癬又はインフルエンザに感染している利用者がいる」等、岐阜市へ報告が必要な事例

について、事故・事件報告書が介護保険課へ提出されていない。

②ヒヤリハット記録が作成されていない。また作成はされているが、職員間で情報共

有されていない。
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【解説】

①介護保険課へ報告が必要な事例として、以下のものが挙げられます。 

・サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生

（ケガの程度については、外部の医療機関で受診を要したものを原則とする）

（事業者側の過失の有無は問わない）

・食中毒及び感染症、疥癬の発生

・職員（従業者）の法令違反・不祥事等の発生（利用者の処遇に影響があるもの）

・その他、報告が必要と認められる事故・事件の発生

事故・事件等について、報告が必要な場合でも報告されていない事例がありました。

前述の事例に該当する場合は、速やかに岐阜市へ電話又はＦＡＸ等で報告（第一報）

してください。事故・事件処理の経過についても、電話又はＦＡＸ等で適宜報告し、事

故・事件処理の区切りがついたところで、定められた書式の事故報告書を用いて最終的

には文書で報告してください。詳細は下記ホームページ内に「岐阜市老人福祉施設及び

老人居宅生活支援事業等における事故・事件発生時の報告取扱い基準」と「事故・事件

報告書様式」が掲載されておりますので、確認をお願いします。

事故・事件報告の様式等掲載箇所

介護保険課ホームページ＞事業者の皆様へ＞各種様式＞事業所・施設における事故・

事件報告の様式等について 

②事故を未然に防止するためには、日常業務において気に留まったささいなことであっ

ても、気付きの意識を持ち、記録を残すとともに、事故を防ぐための対応策を職員間で

話し合うなどの取り組みを行い、情報を職員間で共有することが重要です。

ヒヤリハット記録については、全く作成していない事業所がある一方で、非常に多く

作成している事業所がありました。ヒヤリハット記録が多い事業所で事故が頻繁に発生

している傾向があるというわけではなく、むしろ、ささいなことにも職員が目を向けて

問題意識を持ち改善できるように取り組んでいる事業所であるように見受けられました。  

また、ヒヤリハット記録を書くことで上席者が職員の対応が悪かったと叱責する環境

ではなく、むしろ積極的に記録することで業務を改善することを推し進めている事業所

であることを裏付けているとも考えられます。

事故を未然に防ぎ、また日常業務を再点検する契機とするため、日頃からささいな変

化等にも意識し記録する習慣を付けるよう努めてください。
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（７）衛生管理等           

【主な指摘事項等】

【解説】

①薬が利用者の手の届く場所に置いてある事例です。

 利用者が自由に持ち出せる状態にあることは望ましくないので、鍵のかかる場所に保管

するなど、適切に管理してください。

②共用により感染症が広がることが懸念されます。タオルであれば使い捨てのペーパー

タオルや利用者ごとに個々に用意するなどの対応をしてください。ヘアブラシやその他、

爪切りや髭剃りなども共用はしないでください。

 ③④大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいて、入所系の施設で利用者に食事を提供

するような場合、原材料及び調理済み食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ－２０℃以下で

２週間以上保存することが必要です。

原材料等の一部が保存されていない事例がありましたので、漏れのないように保存を

してください。調理業務を委託している場合も多いかと思いますが、その際には委託業

者にも確実に保存するように依頼をお願いします。

  また、調理従事者は臨時職員も含め、月に１回以上の検便を受ける必要がありますの

で、後日、受検したことが確認できるよう検便結果を事業所内で適正に保管してくださ

い。

 ⑤福祉用具の貸与に関し、福祉用具の保管及び消毒を他の事業者に委託している場合は、

委託事業者の業務の実施状況を定期的に確認し、その結果等を記録しなければなりませ

ん。

 複数の事業者と委託契約をしている場合は、１社のみではなくすべての委託事業者に

対しての確認をするようにしてください。また、確認した結果等については記録して適

切に保管するようにお願いします。

①薬の管理が適切ではない。（利用者の手の届く場所に置かれている。）

②タオル、ヘアブラシが共用されている。

 ③検食の保存について、原材料等が一部保存されていない。（入所系）

④調理従事者の検便の結果記録が確認できない。

 ⑤福祉用具の保管及び消毒の委託について、業務の実施状況に関する定期的な確認等

が十分にされていない。（福祉用具貸与）
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（８）介護給付費及び各種加算について（全事業）

【主な指摘事項等】

【解説】

 介護給付費の請求にあたっては、事業所が作成する各種のサービス提供記録、サービス

利用票と国保連への請求書類とに不整合がないか、事業所内でよく確認し、請求誤りの防

止に努めてください。

また、各種加算や減算については、その要件を必ず確認し、確実に要件を満たした上で

介護報酬請求するようお願いします。

要件を満たしていない場合、介護報酬の返還をしていただくことになります。

【一例】

①介護職員処遇改善加算について、賃金改善等の内容を職員に書面で通知したこと

が確認できない。

②入浴介助加算について、入浴していない日の分を誤って請求していた。（通所介護）

③特定事業所集中減算について、居宅サービスごとに最もその紹介件数の多い

法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算していない。

判定期間の１月あたりの平均居宅サービス計画件数が２０件以下であるなど

の正当な理由にあたる場合で、「判定結果に係る正当な理由報告書及びその添付

書類」を提出していない。（居宅介護支援）

④個別機能訓練加算（Ⅰ）について、提供時間帯に常勤の機能訓練指導員を１名以

上配置されていない日があり加算要件を満たしていない。（通所介護）

⑤経口維持加算について、経口維持計画に利用者の同意を得たことが確認できない。
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≪人員関係≫

（１）勤務体制の確保等（全事業）

【主な指摘事項等】

【解説】

事業を運営するにあたっては、人員基準を遵守し、適切な人員配置を行わなければな

りません。そのため、事業所として人員配置基準を満たすことができているかを常に確

認し、サービスを実施する必要があります。

①勤務表は、原則として月ごとに作成し、従業者の日々の勤務時間、職務の内容、常勤・

非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にし、人員を適正に配置されていることが確

認できるようにしてください。

②従業員が職務を兼務する場合（例えば、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住

宅にサービス提供する訪問介護事業所等について、訪問サービスを提供しない時間や訪

問サービスに係る業務を行う時間以外には施設のサービスを行う場合など）が多く確認

されましたが、いずれの業務に従事しているかが勤務表から確認できない事例がみられ

ました。また、厚生労働省より発出された「高齢者向け住まいに併設されている介護サ

ービス事業所に対する指導監督について（平成２９年７月１０日 厚生労働省老健局総

務課介護保険指導室 事務連絡）」において、以下の事例が紹介されていますので注意し

てください。

・「併設事業所」と「高齢者住まい」の双方に従事する者の兼務状況が不明確。

・「高齢者住まい」と兼務していることで、「併設事業所」としての人員基準を満たさな

い状況になっている。

・「併設事業所」のサービスと「高齢者住まい」のサービスが区分されていない。

各サービス毎に勤務表をそれぞれ作成し、人員基準を満たしているか確認してくださ

い。指定基準に定められた員数の従業者を配置していない事業所・施設では、介護報酬

が原則として７０％に減額されます。

あわせて、勤務表と合わせて各職員の１日の動きを示したシフト表を作成するなどの

方法により、施設サービスの時間帯と訪問サービスの時間帯とを明確に把握できるよう

にしてください。

①勤務表について、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務

関係等が明確になっていない。

②職員の兼務関係が勤務表から確認できない。
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岐阜市のホームページに勤務表の参考様式がありますので、ご活用ください。

〈勤務表記載例〉

勤務表様式 掲載箇所

岐阜市役所＞介護保険課＞事業者の皆様へ＞各種様式＞介護事業所・施設の指定等

に関する様式＞居宅サービス事業者／居宅介護支援事業者／介護保険施設／介護

予防サービス事業者

（２）秘密保持等（全事業）  

【主な指摘事項等】

【解説】

 従業者は、その業務を行う上で利用者又はその家族の秘密を知る機会が多くありますが、

正当な理由なくそうした秘密は従業者の退職後も当然漏らしてはなりません。また、事業

者は、従業者であった者が利用者およびその家族の情報を漏洩することがないよう、必要

な措置をとる必要があります。採用時又は退職時に、退職後についても守秘義務を守る旨

を記載した誓約書の提出を求める、雇用契約書に秘密を保持する旨を明記するなど、必要

な対応をしてください。

勤務 　　　第　　１　　週 　　　第　　２　　週 　　　第　　３　　週 　　　第　　４　　週 ４週の週平均常勤換
職　　種 形態 氏　　名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 の勤務算後の

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 合 計 時間 人数※

管理者 B ○○　一郎 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 20 168

サービス提
供責任者 Ａ ○○　二郎 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 168 40
訪問介護員 Ｂ ○○　一郎 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 20
訪問介護員 Ａ ○○　三郎 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 168 40
訪問介護員 Ｃ ○○　四郎 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 126 30
訪問介護員 Ｃ ○○　五郎 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 104 24
訪問介護員 Ｄ ○○　一子 8 8 8 8 8 8 8 8 64 16

0
事務員 Ｃ ○○　二子 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 126 30

各職種の常勤・非常勤及び専従・兼務の別

常勤(人)
非常勤(人）

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 サービス種類 訪問介護

事業所・施設名 ○○ヘルパーステーション
（平成○年〇月分）

常勤換算後の人
数(人)

0.5 1 4.2 0.7

13 1
1 1 1 1

専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務専従 兼務 専従 兼務 専従 兼務 専従
職種名

管理者 サービス提供責任者 訪問介護員 事務員
兼務 専従 兼務

4.2

従業者であった者が利用者等の秘密を漏らすことがないよう必要な措置がとられて

いない
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（３）職員の資格証（全事業）

【主な指摘事項等】

  資格が必要な職員の資格証の写しが確認できない。

【解説】

事業を運営するにあたっては、事業所として適切な人員配置基準を満たすことができ

ているかを常に確認し、サービスを実施する必要があります。〈再掲〉

  そのため、人員基準上、資格が必要な職種について、資格証の写しを事業所に備え置

き確認ができるようにお願いします。

 また、有効期間がある資格（介護支援専門員など）や運転免許証については、更新

手続きが適切に行われているかの確認もするようにしてください。

（４）職員の健康診断（全事業）  

【主な指摘事項等】

 ①職員に対する定期健康診断が実施されていない。

 ②深夜業を含む業務に従事する職員について、６か月以内ごとに１回の健康診断が実施

されていない。

③定期健康診断で必要な検査項目が受検されていない。

【解説】

  事業者は、労働安全衛生法の規定により、労働者に対する健康診断を行わなければな

らないこととされています。（第６６条）

①②そのため、常時使用する労働者に対しては１年以内ごとに１回の定期的な健康診断

を実施してください。

 また、夜勤等の深夜業を含む業務に従事する労働者（特定業務従事者といいます。）に

ついては、６か月以内ごとに１回の健康診断を実施してください。（労働安全衛生規則第

４５条）

③定期健康診断の項目については、労働安全衛生規則第４４条により規定されています。

各項目は、それぞれの基準に基づき（受検が必須の項目もあります。）医師が総合的に判

断し必要でないと認めるときは省略できますが、それ以外の場合は受検が必要です。

（例：心電図検査の「医師が必要でないと認めたときに省略できる者」は、「４０歳未満

の者（３５歳の者を除く）」）

 健康診断は法で事業者に実施が義務付けられているものになりますので、確実な実施

及び職員の健康管理に努めるようお願いします。
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①職員に対する研修が実施されていない又は研修の記録が確認できない。

②研修参加者（出席者）以外への周知が行われていない。

（５）職員の研修（全事業）  

【主な指摘事項等】

【解説】

①研修については、職員の資質の向上のために計画的に実施するようにしてください。

また、運営基準において実施が必要とされている場合は確実に実施し、研修の実施内

 容について記録することが必要です。（基準で規定されていない研修についても、後日

内容を確認したり、欠席者が確認できるよう研修で使用した資料等とともに記録するよ

うにしてください。）

《運営基準において実施が必要とされている研修（入所系の一例）》

・感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修（年２回以上実施）

・事故発生の防止のための職員に対する研修（年２回以上実施）

・身体的拘束等の適正化のための研修（年２回以上実施）

②事業所以外で研修を受講した場合の他の職員や、事業所内で研修を実施したが勤務等

の関係で研修に出席できなかった職員に対しても、研修の内容が周知できるようにして

ください。（例えば、職員会議での研修結果報告や、資料等の回覧などが考えられます。）
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３　全国の指定取消処分等について（平成２８年度）
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